
玄

法

院

の

石

茎

北
口
の
天
神
町
に
玄
法
院
と
い
う
真
言
宗
の
寺

が
あ
る
。戦
炎
で
焼
け
る
前
は
、境
内
に
小
形
な
が

ら
美
し
い
五
重
の
塔
が
建

っ
て
い
て
、
秋
の
夕
幕

れ
な
ど
に
は
塔
の
上
空
を
雁
が
飛
ん
だ
り
し
て
、

甲
府
の
街
に
風
情
を
添
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
玄
法
院
の
本
堂
の
前
庭
に
二
木
の
石
灯
籠

が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
上
部
は
真

新

し

い

が
、
六
角
形
の
石
を
三
段
に
積
ん
だ
高
さ
九
〇

触

ほ
ど
の
基
壇
の
向
っ
て
右
の
一
基
に
、

「
明
治
十

一
年

一
月
十
八
日
　
当
山
住
職
　
橋
本
祐
善
代
」

と
刻
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
こ
の
基
壇
の
下
か
ら
二
枚
目
の
石

に
は

「
石
莫
　
士パ
妓
中
　
下
町
」
、
更
に

一
六
軒

の
置
屋
と
各
々
の
抱
え
芸
妓
三
〇
人
の
源
氏
名
が

次
の
通
り
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。

村
田
屋
　
小
み
つ
。
小
て
る

ｏ
小
き
ん

中
　
川
　
小
た
つ
・
小
た
け

新
中
川
　
小
そ
の

大
和
屋
　
千
代
松

。
と
ん
子

・
て
つ

金

九

平

甫

万
　
屋
　
一豆
太

・
米
太

新
村
田
　
小
ま
す

柳
　
屋
　
蔦
吉

・
○
○
○

（解
読
不
明
）

富
士
屋
　
み
か

桜
　
屋
　
小
な
か

。
あ
い
子

桜
　
田
　
小
梅

中
村
田
　
小
も
ん

。
小
ま
つ

田
中
屋
　
小
加
弥

・
小
し
ん

梅
之
屋
　
小
き
ん

。
小
花

三
桝
屋
　
福
治

・
○
○

（解
読
不
明
）

花
田
屋
　
く
ら

ｏ
と
代
松

森
田
邑
　
と
ね
八

・
八
代
吉

月
　
番
　
村
田
屋
喜
三
郎

世
話
人
　
大
和
屋
兼
三
郎

万
屋
佐
吉

中
川
治
左

ヱ
門

こ
こ
で
「下
町
芸
妓
」
と
い
う
の
は
、
明
治
初
年

か
ら
古
府
中
の
増
山
町
と
柳
町
だ
け
に
そ
の
居
住

が
許
さ
れ
て
い
た
の
が
、
明
治

一
五
年
以
来
下
町
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に
住
む
こ
と
が
許
さ
れ
、
お
も
に
桜
町
・春
目
町
辺

に
移
っ
て
商
売
し
て
い
た
芸
妓
の
こ
と
で
あ
る
。

明
治

一
五
年
頃
の
芸
妓
の
数
は

一
三
歳
以
上
六

四
人

・
以
下
二
人
と
な
っ
て
お
り

（
当
時
の
県
会

の
記
録
）
、
そ
れ
が

「
前
帯

（
所
謂
遊
女
）
」
と

「
後
帯

（今
の
芸
者
）
」
と
に
分
れ
て
い
て
、
そ

の
後
帯
の
者
達
が
下
町
に
転
出
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
。

こ
う
し
て
芸
妓
連
が
移
っ
て
来
る
と
、
甲
府
の

繁
華
衡
に
も
朝
か
ら
三
味
線
の
音
が
鳴
り
、
脂
粉

の
香
が
漂
う
の
は
当
然
の
帰
結
で
、
早
速
翌

一
六

年

。
一
七
年
の
県
会
に

「
甲
府
市
内
芸
妓
居
住
フ

禁
ズ
ル
ノ
建
議
」
が
提
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
可
決

さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
建
議
は
、
時
の
県

令
藤
村
紫
郎
の
採
択
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
更

に
こ
れ
と
同
趣
旨
の
建
議
が

一
八
年
と
二

一
年
に

提
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
は
二
回
と
も
前
回
と
異

っ
て
否
決
さ
れ
て
い
る
。

（
後
者
の
議
決
に
つ
い

て

『
山
梨
県
議
会
史
』
は
二

一
年

一
二
月

一
四

日
、

『通
常
県
会
議
事
録
』
二
七
九
頁
で
は
同
年

二
月

一
三
月
の
議
決
と
な
っ
て
い
る
。
）

そ
の
後
二
六
年
三
月
、
桜
町

・
春
日
町
の
下
町

機
会
を
得
て
甲
府
市
北
部

・
上
黒
平
の
古
文
書

を
整
理
し
て
い
た
と
き
、

「
茅
無
尽
規
約
書
」
と

い
う
文
書
が
日
に
と
ま
っ
た
。
日
付
は
明
治
二
九

年
な
の
で
、
そ
れ
程
古
い
も
の
で
は
な
い
が
、
茅

無
尽
な
る
も
の
に
興
味
を
お
ぼ
え
た
。

そ
も
そ
も
茅
無
尽
と
は
、
都
会
人
で
な
く
と
も

芸
妓
は
、
た
ま
た
ま
前
年

一
二
月
に
院
失
し
た
若

松
座
の
濁
川
沿
い
の
跡
地
に
移
さ
れ
、
若
松
町
芸

者
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
何
時
そ
の
住
ま
い
を
追
わ
れ
る
か

も
知
れ
ぬ
情
勢
の
中
で
、
下
町
芸
妓
は
団
結
し
て

行
末
安
か
れ
と
、
も
と
古
府
中
に
住
ん
だ
頃
か
ら

信
仰
し
て
い
た
玄
法
院
の
本
尊
不
動
明
王
の
御
前

に
、
あ
の
石
茎
を
奉
納
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。そ
の
ほ
か
明
治

一
九
年
に
も
下
町
の
置
屋
九
軒

と
芸
妓

一
二
人
と
が
大
形
の
賽
銭
箱
を
奉
納
し
て

い
る
。

（
山
梨
郷
土
研
究
会
会
員
＝
投
稿
＝
）

オロ

原

員

洋

現
代
人
に
は
不
可
解
な
言
葉
で
あ
ろ
う
。

広
辞
苑
に
よ
れ
ば
、
茅
は

「
茅

・
萱
＝
チ
ガ
ヤ

・
ス
ゲ

・
ス
ス
キ
な
ど
の
イ
ネ
科
草
本
の
総
称
。

屋
根
を
斉
く
に
用
い
る
。
」
と
あ
り
、
ま
た

「
茅

葺
＝
茅
で
屋
根
を
葺
く
こ
と
。
」

「
茅
札
＝
入
会

山
の
茅
を
取
得
す
る

一
人
分
の
権
利
札
。
」
な
ど

茅

征

尽

に

寄

せ

て

玄 法 廃 の 石 重
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